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出席委員 二見吉康・清胤祐子・池野博文・河本千絵・川野法順

欠席委員
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出 席 し た 者

教育次長 園田哲也

教育課長 瀬川善博

主幹   林 健太郎

主幹   免田久美子

主幹   山本康美

課長補佐 江川一康

会議に付した事件

及 び 採 決 結 果
議案第 10 号

令和４年度に義務教育諸学校で使用する教科用図

書の採択について
原案可決

報 告 協 議 事 項

１ 令和３年安芸太田町議会第３回定例会の６月補正について

２ 令和３年度５月１日における児童生徒数について

３ 新年度になっての児童生徒の様子について

４ 学校で一人一台配備しているタブレット端末の持ち帰りについて

５ その他

  ・令和３年度安芸太田町学校運営協議会委員の委嘱について

  ・園所長研修会の様子について



【 議 事 録 】

日程第１ 開会                       （午前 9時 30 分開会）

教育長）

それでは、今日の議題はお手元のとおりでございます。議案、報告・協議のうち公開にな

じまないものがあれば最後に回して審議したいと思いますが、いかがいたしましょうか。

清胤委員）

   報告協議１の令和３年安芸太田町議会第３回定例会の６月補正については、成案となる前

の内部検討についての報告を受けるものでありますので、審議は非公開が適当ではないかと

思います。

教育長）

   ほかにご意見ございませんか。

   （意見なし）

   それでは、清胤委員の発議について採決します。報告協議１の令和３年安芸太田町議会第

３回定例会の６月補正については、公開をしないということに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。

   （全員挙手）

   全員賛成と認めます。従いまして、報告協議 1の令和３年安芸太田町議会第３回定例会の

６月補正については、公開しないで審議することといたします。

教育長）

   はい、それでは、日程のとおりに進めさせていただきたいと思います。

日程第２ 教育長報告

   

（以下の項目について報告）

１ ４月～４月の学校等の状況

① 加計高校を育てる会（4月 22 日）加計高

② 町コロナウイルス感染対策会議（4月 28 日）Web 会議

③ 町内小学校合同修学旅行の延期決定（4月 28 日）2学期以降に山口方面

④ 町コロンウイルス感染対策会議（5月 8日）Web 会議

⑤ 臨時校長会議（5月 8日）Web 会議 運動会の延期決定

⑥ 新しい学びプロジェクト連絡協議会（5月 10 日）Web 会議

⑦ 県町教育長会会議（5月 10 日）Web 会議

⑧ 新しい学びプロジェクト連絡協議会（5月 10 日）Web 会議

⑨ 芸北管内教育長会議（5月 11 日）Web 会議



⑩ 山県郡へき地教育研究連盟総会（5月 11 日）Web 会議

⑪ 町園・所長研修会（5月 13 日）川森 C

⑫ 町コロンウイルス感染対策会議（5月 14 日）Web 会議

⑬ 町奨学金貸付基金運営審議会（5月 20 日）川森 C

⑭ 三宅なほみメモリアルシンポジウム（5月 29 日）Web 会議

⑮ 【予定】定例 6月議会開会（6月 4日）議会～11 日まで

  ２ 加計高校を育てる会（4月 22 日）加計高

   

  ３ 新しい学びプロジェクト連絡協議会（5月 10 日）Web 会議

・副代表 二見吉康  ・事務局次長 免田久美子

・全国公開授業研究会の引き受け（安芸太田町）1月の予定

  

  ４ 県町教育長会会議（5月 10 日）Web 会議

    ・県内９町教育長による Web 会議

    ・当面の課題として、コロナ感染状況と対策

    ・ＩＣＴ機器を活用した教育の推進

  ５ 三宅なほみメモリアルシンポジウム（5月 29 日）Web 会議

    ・東京大学三宅なほみ教授（2015 年没）の 7回忌にあたり、「学びと教育の未来を広げ

    る」のテーマでシンポジウムを行う。

    ・本町から、二見教育長、免田主幹、萩原加計小学校長が登壇予定

６ 服務規律の徹底について

   ・セクハラ、飲酒運転等の未然防止

   ・交通違反や交通事故の未然防止

新規転入者の交通安全指導 速度、一旦停止など

日程第３ 議事

教育長）

議案第 10 号 令和４年度に義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択についてを議題

とします。事務局から説明をお願いします

免田主幹）

   （令和４年度に義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択について説明）

教育長）

   何かご意見等ございますか。

   （意見なし）

教育長）

   それでは、令和４年度に義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択について賛成の方

は、挙手をお願いします。



   （全員挙手）

全員賛成です。したがって、これに基づいて教科用図書の採択について進めてまいりたい

と思います。

日程第４ 報告・協議

教育長）

   報告協議２ 令和３年度５月１日における児童生徒数についてを議題とします。事務局か

ら説明をお願いします。

林主幹）

  （令和３年度５月１日における児童生徒数について説明）

教育長）

   何かご意見等ございますか。

   （意見なし）

教育長）

   報告協議３ 新年度になっての児童生徒の様子についてを議題とします。事務局から説明

をお願いします。

免田主幹）

  （新年度になっての児童生徒の様子について説明）

教育長）

   何かご意見等ございますか。

   （意見なし）

教育長）

   報告協議４ 学校で一人一台配備しているタブレット端末の持ち帰りについてを議題と

します。事務局から説明をお願いします。

免田主幹）

  （学校で一人一台配備しているタブレット端末の持ち帰りについて説明）

教育長）

   何かご意見等ございますか。

河本委員）

   持ち帰り端末での接続テストを学校で練習し、子ども達が理解して家庭で同じようにやっ

てみることは、保護者も勤務時間と重なり、また、子ども達がスクールバスで帰っていない

時間でもあるので、練習をしっかりやっていただけないと難しいのではないでしょうか。



免田主幹）

   子どもだけでできるように家庭学習で使うことになれば、保護者もいない時間でも、学校

でしっかりと練習を行うようにしていきたいと思います。時間については、学校と相談して

進めていきたいと思います。

清胤委員）

   オンライン授業は、ご家庭ではご理解いただいていると思いますが、将来に備えてＩＣＴ

機器を使いこなせる技能を養うことは、将来の就職活動、社会活動をするにしても必ず役立

つことであることを重ねて、保護者の方にご理解いただけるようになると推進しやすくなる

のではないでしょうか。

免田主幹）

   端末の使用方法やセキュリティに関することは、これから子ども達がスマートフォンも含

めたＩＣＴ機器を使うための準備ともなるので、推進していきたいと思います。

池野委員）

   授業と合わせてオンライン授業を練習することは大変だと思いますがいかがでしょうか。

免田主幹）

   学校も準備を進めながら日々の授業を行っていますので、ＩＣＴ支援員を中心に機器関係

は町の方でも支援できるように短い時間でオンラインで数回できるようにしっかり支援し

ていきたいと思います。

教育長）

   報告協議５ その他令和３年度安芸太田町学校運営協議会委員の委嘱についてを議題と

します。事務局から説明をお願いします。

林主幹）

  （令和３年度安芸太田町学校運営協議会委員の委嘱について説明）

教育長）

   何かご意見等ございますか。

   （意見なし）

教育長）

   報告協議５ その他園所長研修会の様子についてを議題とします。事務局から説明をお願

いします。

免田主幹）

  （園所長研修会の様子について説明）

教育長）

   何かご意見等ございますか。



教育長）

   保育所、こども園にはタブレット等は整備されているのか。

教育次長）

保育所、こども園には Wi-Fi 環境はないような状況で、現在、県からタブレットを各施設

に 1台の貸与を受けていますので、基本それを使用して、この前も園所長研修会で研修を行

いました。本年度は町の予算で iＰad 等を購入し、リモートだけでなく、交流事業に使用す

るとかビデオを撮って他の保育所と共有するとかＩＣＴを活用した取り組みを進めていき

たいと思います。

日程第４ 報告・協議  （非公開により審議）

報告協議１ 令和３年安芸太田町議会第３回定例会の６月補正について

教育長）

  以上で議事及び報告協議はすべて終わりました。

次回の教育委員会議の日程調整をお願いします。

   （次回の教育委員会議の日程調整）

６月 15 日火曜日ということでお願いします。

   以上で第５回教育委員会議を終わります。ありがとうございました。

                                             

（午前 10 時 1 分 閉会）


